
令和８年６月２５日 

 

保護者の皆様 

東浦町立西部中学校 

 

 

令和８年度 台風等異常気象時における生徒の登下校について（変更） 

 

 台風等異常気象時における対応について、東浦町教育委員会より変更の通知があり

ました。下線部をご確認いただき、今後の対応をお願いいたします。年度途中での変更

となり申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。 
 

記 
 

１ 登校前に暴風警報、暴風雪警報が発令されている場合 
解除された時刻 対応 

６：２０以前 ６：３０以前 ・平常どおりの授業（給食は実施） 

６：２０～ １１：００まで ・家で昼食を済ませ、午後１時から授業開始 

１１：００以降 ６：３０以降 ・休校 

 
２ 登校前に特別警報、危険警報が発令されている場合 

解除されるまで登校しない。生命及び安全の確保を最優先する。 

特別警報（警戒レベル５相当…すでに災害が発生・切迫している状況） 

危険警報（警戒レベル４相当…危険な場所からの避難が必要な状況） 

「特別警報」「危険警報」が解除されても「暴風警報」「暴風雪警報」が継続中であれば上記

１に準じて休校とする。 

 
３ 登校後に暴風警報、暴風雪警報、特別警報、危険警報が発令された場合 
発令された時刻 対応 

８：３０まで 

(始業時刻前) 

・すでに登校した生徒を、通学路等の安

全確認後に下校させる。 

・発令された時刻にかかわら

ず、通学路の状況や気象

状況により帰宅が困難な

場合は、校内で児童生徒

の安全を確保します。 

その後、安全が確認でき次

第、方面ごとに下校させま

す。 

８：３０～ 

１３：００ 
・授業を中止し、通学路等の安全を確認

後、方面ごとに下校させる。 

・発令時刻により、給食を食べずに下校さ

せることもある。 

１３：００以降 ・授業を中止し、通学路等の安全を確認

後、方面ごとに下校させる。 

 

４ その他 

 （1）台風の接近があらかじめ予想される場合は、前日までに給食の中止を決定する

場合があります。その際は、弁当を準備してください。また。その他気象状況に応

じ給食を中止する場合があります。 

 （2）暴風警報、暴風雪警報、特別警報、危険警報が発令されていなくても、通学路の

冠水、河川の増水等により登校が困難な場合は、保護者判断で自宅待機とし、

学校へ連絡してください。 

 （3）その他緊急の事態が起こった場合は、 tetoru等を使って学校から連絡をしま

す。 


